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砺波市行政手続における個人番号の利用等に関する条例施行規則

平成 30 年 9 月 21 日
規則第 15 号

（趣旨）

第１条 この規則は、砺波市行政手続における個人番号の利用等に関する

条例（平成２７年砺波市条例第３０号。以下「条例」という。）の施行に

関し、必要な事項を定めるものとする。

（条例別表第１の規則で定める事務）

第２条 条例別表第１の規則で定める事務は、別表第１の区分の欄に掲げ

る事務ごとにそれぞれ同表の事務の欄に掲げる事務とする。

（条例別表第２の規則で定める事務及び情報）

第３条 条例別表第２の事務の欄に掲げる規則で定める事務は、それぞれ

別表第２の事務の欄に掲げる事務とし、条例別表第２の特定個人情報の

欄に掲げる規則で定める特定個人情報は、それぞれ別表第２の特定個人

情報の欄に掲げる規則で定める特定個人情報とする。

（その他）

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表第１（第２条関係）

区分 事務

１ 条 例 別

表 第 １ の

１ の 項 に

掲 げ る 事

務

砺波市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規

則（平成１６年砺波市規則第５９号）第３条の受給資

格の登録の申請若しくは同規則第９条の変更の申請

（以下この項において「申請等」という。）の受理、そ

の申請等に係る事実についての審査又はその申請等に

対する応答に関する事務

２ 条 例 別

表 第 １ の

２ の 項 に

掲 げ る 事

務

砺波市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例

（平成１６年砺波市条例第９６号）第４条の受給資格

証の交付の申請若しくは同条例第７条の届出の受理、

当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対

する応答に関する事務

３ 条 例 別

表 第 １ の

３ の 項 に

掲 げ る 事

砺波市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則（平成

１６年砺波市規則第６１号）第３条の受給資格の登録

の申請若しくは同規則第１０条の変更の申請（以下こ

の項において「申請等」という。）の受理、当該申請等
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別表第２（第３条関係）

務 に係る事実についての審査又は当該申請等に対する応

答に関する事務

４ 条 例 別

表 第 １ の

４ の 項 に

掲 げ る 事

務

砺波市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例施

行規則（平成１６年砺波市規則第７１号）第２条の受

給資格の登録の申請の受理若しくは当該申請に係る事

実についての審査、同規則第４条第２項の受給資格の

更新に係る事実についての審査、同規則第１５条の自

己負担限度額の適用の申請の受理若しくは当該申請に

係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に

関する事務

５ 条 例 別

表 第 １ の

５ の 項 に

掲 げ る 事

務

砺波市賃貸住宅管理条例（平成１６年砺波市条例第１

６１号）第５条の入居の申込み、同条例第１２条第１

項の入居の承継の申請、又は同条例第８条第２項若し

くは第１６条の減免若しくは徴収猶予の申請（以下こ

の項において「申請等」という。）の受理、当該申請等

に係る事実についての審査又はその申請等に対する応

答に関する事務

６ 条 例 別

表 第 １ の

６ の 項 に

掲 げ る 事

務

砺波市特定公共賃貸住宅管理条例（平成１６年砺波市

条例第１６２号）第１５条の家賃の減額申請、同条例

第１７条の家賃若しくは入居者負担額の減免若しくは

徴収の猶予の申請、同条例第１９条第２項の敷金の減

免若しくは徴収の猶予の申請、又は同条例第２８条第

１項の同居の承認申請（以下この項において「申請等」

という。）の受理、当該申請等に係る事実についての審

査又はその申請等に対する応答に関する事務

区分 事務 特定個人情報

１ 条 例

別 表 第

２ の １

の項

砺 波 市 子

育 て 支 援

医 療 費 の

助 成 に 関

す る 条 例

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る住民票に記載された住民基本

台帳法（昭和４２年法律第８１号）に規定す

る事項に関する情報（以下「住民票関係情報」

という。）
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施 行 規 則

第 ３ 条 の

受 給 資 格

の 登 録 の

申 請 又 は

同 規 則 第

９ 条 の 変

更 の 申 請

に 係 る 事

実 に つ い

て の 審 査

関 す る 事

務

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）その他地方税に関する法律に基づ

く砺波市税条例（平成１６年条例第４７号）

の規定により算定した税額又はその算定の基

礎となる事項に関する情報（以下「市民税関

係情報」という。）

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）にの規定による保護の実施に関

する情報（以下「生活保護関係情報」という。）

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）の規定による国民健康保険

の被保険者の資格又は保険給付の支給に関す

る情報（以下「国民健康保険関係情報」とい

う。）

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る砺波市ひとり親家庭等の医療

費助成に関する条例（平成 16 年条例第 96 号）
の規定による医療費の助成に関する情報（以

下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」と

いう。）

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る砺波市重度心身障害者等医療

費の助成に関する条例（平成 16 年条例第 102
号）の規定による医療費の助成に関する情報

（以下「重度心身障害者等医療費助成関係情

報」という。）

２ 条 例

別 表 第

２ の ２

の項

砺 波 市 ひ

と り 親 家

庭 等 の 医

療 費 助 成

に 関 す る

条 例 第 ４

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る住民票関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る市民税関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る生活保護関係情報
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条 の 受 給

資 格 証 の

交 付 の 申

請 又 は 同

条 例 第 ７

条 の 届 出

係 る 事 実

に つ い て

の審査

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る国民健康保険関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号）の規定によ

る後期高齢者医療保険の被保険者の資格又は

保険給付の支給に関する情報（以下「後期高

齢者医療関係情報」という。）

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る児童手当法（昭和４６年法律

第７３号）の規定による支給の認定に関する

情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る砺波市子育て支援医療費の助

成に関する条例（平成１６年条例第９５号）

の規定による医療費の助成に関する情報（以

下「子育て支援医療費助成関係情報」という。）

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る重度心身障害者等医療費助成

関係情報

３ 条 例

別 表 第

２ の ３

の項

砺 波 市 妊

産 婦 医 療

費 助 成 に

関 す る 条

例 施 行 規

則 第 ３ 条

の 受 給 資

格 の 登 録

の 申 請 又

は 同 規 則

第 １ ０ 条

の 変 更 の

申 請 に 係

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る住民票関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る市民税関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る生活保護関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る国民健康保険関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係るひとり親家庭等医療費助成関

係情報
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る 事 実 に

つ い て の

審査

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る重度心身障害者等医療費助成

関係情報

４ 条 例

別 表 第

２ の ４

の項

砺 波 市 重

度 心 身 障

害 者 等 医

療 費 の 助

成 に 関 す

る 条 例 施

行 規 則 第

２ 条 の 受

給 資 格 の

登 録 の 申

請 に 係 る

事 実 に つ

い て の 審

査 、 同 規

則 第 ４ 条

第 ２ 項 の

受 給 資 格

の 更 新 に

係 る 事 実

に つ い て

の 審 査 又

は 同 規 則

第 １ ５ 条

の 自 己 負

担 限 度 額

の 適 用 の

申 請 に 係

る 事 実 に

つ い て の

審査

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る住民票関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る市民税関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る生活保護関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）による身体障害者手帳若

しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和２５年法律第１２３号）による精

神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法

（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害

者に関する情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る国民健康保険関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る後期高齢者医療関係情報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係る子育て支援医療費助成関係情

報

当該申請に係る者及び当該者と同一の世帯に

属する者に係るひとり親家庭等医療費助成関

係情報

５ 条 例

別 表 第 ２

砺 波 市 賃

貸 住 宅 管

当該申請に係る者及び当該者の同居者（同居

予定者を含む。）に係る住民票関係情報
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の５の項 理 条 例 第

５ 条 の 入

居 の 申 込

み に 係 る

事 実 に つ

い て の 審

査、同条例

第 １ ２ 条

第 １ 項 の

入 居 の 承

継 の 申 請

に 係 る 事

実 に つ い

ての審査、

又 は 同 条

例 第 ８ 条

第 ２ 項 若

し く は 第

１ ６ 条 の

減 免 若 し

く は 徴 収

猶 予 の 申

請 に 係 る

事 実 に つ

い て の 審

査

当該申請に係る者及び当該者の同居者（同居

予定者を含む。）に係る市民税関係情報

当該申請に係る者及び当該者の同居者（同居

予定者を含む。）に係る生活保護関係情報

６ 条 例

別 表 第

２ の ６

の項

砺 波 市 特

定 公 共 賃

貸 住 宅 管

理 条 例 第

１ ５ 条 の

家 賃 の 減

当該申請に係る者及び当該者の同居者（同居

予定者を含む。）に係る住民票関係情報

当該申請に係る者及び当該者の同居者（同居

予定者を含む。）に係る市民税関係情報

当該申請に係る者及び当該者の同居者（同居

予定者を含む。）に係る生活保護関係情報



- 7 -

額 申 請 に

係 る 事 実

に つ い て

の 審 査 、

同 条 例 第

１ ７ 条 の

家 賃 若 し

く は 入 居

者 負 担 額

の 減 免 若

し く は 徴

収 の 猶 予

の 申 請 に

係 る 事 実

に つ い て

の 審 査 、

同 条 例 第

１ ９ 条 第

２ 項 の 敷

金 の 減 免

若 し く は

徴 収 の 猶

予 の 申 請

に 係 る 事

実 に つ い

て の 審 査

又 は 同 条

例 第 ２ ８

条 第 １ 項

の 同 居 の

承 認 申 請

の 受 理 に

係 る 事 実

に つ い て

の審査

当該申請に係る者及び当該者の同居者（同居

予定者を含む。）に係る身体障害者福祉法によ

る身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律による精神障害者保

健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的

障害者に関する情報
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。


